
令和2年4月9日
【保安規定の変更認可申請：複数申請不可を前提にした場合（従前の考えの下での対応）】

①保安規定の変更（新検査制度+新QMS）

②保安規定の変更（廃止措置）

③廃止措置計画 【課題等】
・酸化物への転換に係る事項の削除については，原子力規制委員会でのコメントで
あるため，可能な限り早期に補正する。

・①の保安規定の認可後，必要があれば再度の補正を行う。

①保安規定の変更（新検査制度+新QMS） 【課題等】
・廃止措置に係る保安規定の審査が終了していると想定し，その内容を①に取り込
むために補正する。

②保安規定の変更（廃止措置）

③廃止措置計画 【課題等】
・酸化物への転換に係る事項の削除については，原子力規制委員会でのコメントで
あるため，可能な限り早期に補正する。

【保安規定の変更認可申請：複数申請可能とした場合】
「新検査制度+新QMS」より「廃止措置」の処理（認可）を優先に対応

①保安規定の変更（新検査制度+新QMS） 【課題等】
・検査制度班との調整において，JAEA全施設の保安規定の変更を同日申請，同日
認可で調整（新QMSはJAEAすべての拠点で同時に施行するため）しているため，①
の審査完了（認可）までに②廃止措置の保安規定の認可を得る必要がある。

②保安規定の変更（廃止措置） 【課題等】
・新法令下で認可を発出することを鑑みると，新法令に対応した保安規定（新検査制
度+新QMS）になっていない内容で認可が得られるかが課題。

・既に別申請とし新法令に対応させる変更申請を行っていることを鑑み，廃止措置の
みで認可が可能という整理が成立できないかの調整が必要である。

・同一の保安規定について2つの申請を行うこととなる。

③廃止措置計画 【課題等】
・酸化物への転換に係る事項の削除については，原子力規制委員会でのコメントで
あるため，可能な限り早期に補正する。

・①の保安規定の審査状況を踏まえて，必要があれば再度の補正を行う。

「廃止措置」より「新検査制度+新QMS」の処理（認可）を優先に対応

①保安規定の変更（新検査制度+新QMS）

②保安規定の変更（廃止措置） 【課題等】
・①の認可までに②の廃止措置に係る保安規定の審査を終了しておき，その後に認
可された①の新検査制度を取り込むことで，審査期間を短縮できる可能性はある。

・同一の保安規定について2つの申請を行うこととなる。

③廃止措置計画 【課題等】
・酸化物への転換に係る事項の削除については，原子力規制委員会でのコメントで
あるため，可能な限り早期に補正する。

・①の保安規定の認可後，必要があれば再度の補正を行う。

注）

JAEA人形峠の加工施設における法令改正対応と廃止措置対応に関する手続について
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本手続については，保安規定の変更認可申請を複数提出できない考えの下で，②廃止措置の保安規定の変更認可申請を取下げ，①新検査制度及び新QMSの保安規定の変更認可申請を行う対応
について機構内の手続を完了し，4月1日付けで提出する予定であったが，新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への対応を踏まえ，提出日を4月13日以降に延期することとした。そのため，②及び
①を提出した後の手続対応について検討を行ったものである。
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